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平成26年９月橋本市議会定例会会議録（第３号）その５ 

平成26年９月９日（火） 

                                           

                                           

（午後１時00分 再開） 

○議長（石橋英和君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番11、22番 中本君。 

〔22番（中本正人君）登壇〕 

○22番（中本正人君）それでは、昼の部１番

バッターとして、通告に従いまして一般質問

を行います。 

 今回は、ふるさと納税と本市のスポーツ施

設の二点についてお伺いします。 

 一点目としまして、本市のふるさと納税に

ついてお伺いします。 

 ふるさと納税は、2008年、平成20年に創設

された制度であり、自分の居住地以外の自治

体に寄附した際に、住民税や所得税が控除さ

れるふるさと納税が、注目度を増しています。 

 寄附を受けた自治体が、地元の特産品等を

お礼の特典として用意することが多く、最近

はブーム化しております。特典には、米、肉、

果物、地元観光など、自治体によって幅広い

種類があります。仮に年収500万円の方が、１

万円寄附するとしますと、確定申告で所得税、

住民税が8,000円控除され、実質2,000円の寄

附であるということです。市場価格で2,000

円を超す特典であれば、寄附者にとっては、

単純計算で得をするというメリットがありま

す。自治体側も、特典がもたらす効果を意識

しております。 

 一例を挙げますと、長野県阿南町の場合、

１万円の寄附で、同町産の米20㎏を寄附者に

送り、今年度分は既に受け付けを締め切る人

気となっております。仮に収支がほぼ相殺さ

れても、米づくりを再開したり、休耕を思い

どどまったりする農家が出るなどの効果が出

ていると言われています。また、住民がふだ

んは縁遠い自治体に関心を持ち、触れ合う効

果は大きいということです。 

 本市としまして、ふるさと納税をどのよう

に考えているのか。本市の対応等についてお

伺いしたいと思います。 

 二点目としまして、本市の有料スポーツ施

設についてお伺いします。 

 本市の体育施設は、財団法人橋本市文化ス

ポーツ振興公社に管理委託しています。都市

公園施設として、向副緑地、南馬場緑地、神

野々緑地広場、紀の川第二緑地、橋本市運動

公園、住吉運動公園の６施設であり、そして

社会体育施設としては、橋本市学文路スポー

ツセンター、伏原テニスコート、伏原体育館、

東家体育館、勤労者体育センターの５施設で

あります。 

 ここで、以下の点にお伺いします。 

 一つ、年間使用料の総収納額について。 

 一つ、運動公園プールの昨年度実績につい

て。人数、金額、経費。 

 一つ、施設の受け付けについて。 

 一つ、施設の使用料金について。 

 以上、お伺いします。明快なる答弁をお願

いして、１回目の質問を終わります。 

○議長（石橋英和君）22番 中本君の質問項

目１、ふるさと納税に関する質問に対する答

弁を求めます。 

 企画部長。 

〔企画部長（北山茂樹君）登壇〕 

○企画部長（北山茂樹君）ふるさと納税につ

いての考え、対応についてお答えします。 

 ふるさと納税制度は、自分が貢献したいと
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思う自治体へ、個人が2,000円を超える寄附を

行ったときに、税金の一定の控除を受けるこ

とができる制度です。寄附先に定義はなく、

出身地以外でも、お世話になったふるさとや

これから応援したいふるさとなど、各自が思

うふるさとを自由に選ぶことができることと

なっています。 

 本市においては、人口減少及び歳入の減少

対策を主要な課題と考え、長期総合計画後期

基本計画においても、この課題に対応する施

策を講じることとしています。その中で、歳

入の維持・確保のための施策の一つとして、

このふるさと納税の活性化を位置づけていま

す。 

 本市のふるさと納税の取り組みについては、

ホームページのトップページに掲載して制度

の周知を図るとともに、寄附の使途状況等を

掲載しています。また、寄附をいただいた方

には、礼状等を送付するとともに、１万円以

上の寄附者に対し、特典として5,000円程度の

柿またはパイル織物を贈呈しています。 

 平成25年度の実績としては、11件で計286

万円の寄附がありました。本来、特典を目的

とした寄附は、制度の趣旨に沿ったものでは

ないと考えますが、その一方で、橋本市の特

産品をＰＲする好機でもあり、地域の活性化、

地場産業の振興に資するものと考えます。 

 今後、平成27年４月に結成を予定している

チーム橋本により、民間・行政が一体となっ

て、橋本市を全国、海外へ売り出していきま

すが、そのための手段の一つとして、このふ

るさと納税制度を活用することは、有効であ

ると考えます。 

 １番議員のご質問でもお答えしたとおり、

現在本市特産品等のＰＲ、販売を促進するた

め、ふるさと納税、橋本応援寄附金を拡充し、

市内の経済団体及び事業者と一体となって、

本市の魅力あるふるさとプレゼントの選定な

どを行っているところですので、ご理解をお

願いします。 

○議長（石橋英和君）22番 中本君、再質問

ありますか。 

 22番 中本君。 

○22番（中本正人君）どうもありがとうござ

いました。 

 確かに、当局もふるさと納税につきまして

は、積極的によく頑張ってくれているという

ことはよくわかります。 

 このふるさと納税につきましては、５番議

員が３月定例会、６月定例会に質問されてお

りますし、私は今回で３定例会続けてのふる

さと納税ということで、よろしくお願いした

いと思います。 

 ここで私が申し上げたいのは、やはり積極

的にふるさと納税に取り組んでいる自治体と

そうでない自治体には、納税給付金に大きな

差があるということは言うまでもないと思い

ます。６月定例会の質問で、平木市長の公約

でもあります歳入の確保、地場産業の振興等

で、積極的に取り組んでくれるということを

お聞きし、また今の答弁を聞きまして、本当

にうれしく思うし、期待もしております。 

 ここで、今答弁にもありましたけども、本

市の寄附金で一番多かった年が、昨年度の286

万円、そして一番少ない年は平成22年度の122

万円であったと思います。ですから、それも

一番多い昨年が11件、一番少ない年で７件、

この件数を見たとき、私は東京橋本会のメン

バーなのかなと思いました。しかし、聞いて

みると、そうでもない。そうなれば、毎年東

京橋本会を開いて、本市からも当局からも大

勢の職員が出て、また我々議員も参加させて

もらっていますが、果たして何なんだろうな

とも思います。また今年も11月には東京橋本

会が開かれますが、その点も平木市長には頭

に入れて、お話ししていただきたいというこ
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とをお願いしたいと思います。 

 そして、本市の寄附金を見ますと、平成22

年から25年の６年間で1,400万2,000円ですよ

ね。これを見たとき、本市としてどこに問題

があるのかな、何が原因があるのかなと、ど

のように考えているのか。それも一度お聞き

したいと思いますんで、よろしくお願いしま

す。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）橋本市でのふるさ

と納税が、やり始めたのが平成21年からの寄

附が合計で1,400万円ということでございま

して、これは多いか少ないかというのは、い

ろいろマスコミで取り上げられている、例え

ば島根県ですとか、最近では田辺市等と比べ

れば、非常に少ないということになろうかと

思います。 

 これは、総務省からも通達が来とるわけで

すけども、特産品の送付については、やっぱ

り適切な良識を持って対応することというの

が、一応示されているところではございます

けども、一方で、やはり地域の振興、地場産

品の地域の活性化等々を考えますと、やっぱ

りふるさと納税を十分活用しなければならな

いというように、私どもも思っているところ

でございます。 

 ところが、橋本市で特産品といいますと、

現在ではやっぱり主に柿、それからパイル織

物というのが主になってくるわけでございま

すけども、他市の状況を見ますと、いろんな

特産品を掘り起こしまして、いろんなバリエ

ーションでＰＲしているというところにある

と思います。その点、うちは若干特産品が少

ないということで、現在、答弁でも申しまし

たとおり、官民一体となったチーム橋本をつ

くり上げて、それから新たな特産品を掘り出

していこうという考え方を、今、しておりま

す。 

 いろんな特産品、橋本市には柿、パイル以

外にも巨峰でありますとか、今でいいますと

はたごんぼもありますし、恋野のマッシュル

ームもありますし、考えてみれば、いろんな

ところで特産品がありますので、それらを製

品としてお渡しできる特産品として、一応掘

り出してみて、それを広く全国、それから海

外とは難しいんですけど、全国へその情報を

発信していきたいと思っております。 

○議長（石橋英和君）22番 中本君。 

○22番（中本正人君）私としましては、思う

にはやはり今まで、今年になって初めてふる

さと納税に力を入れると言ってもらいました

けど、今までの間、力を入れていないとは言

いませんけども、やはり気持ちの上で積極的

に取り組んでいなかったんではないのかなと、

私自身は思います。 

 ここで、今部長が言われましたように、特

産品につきましても、確かに本市として数少

ないという、これも事実だと思います。そし

て、部長が先ほど言われましたように、この

ふるさと納税の政府の趣旨から見たら、少し

おかしいなということも感じますけども、け

ど、これは収入増につながり、産業振興、地

域活性につながるということであれば、やは

り大いにやらなければいけないんじゃないの

かと思います。 

 ここで、一つ積極的に取り組んでいる自治

体をちょっと紹介させていただきたい。北海

道上士幌町でありますけども、ここはもう２

億円を突破しております。その中で、道内で

50万円以上、道外で100万円以上の寄附者に対

して、希望の場所で熱気球を打ち上げるとや

ってはりますわ。これは、全国どこへでも出

張するということです。熱気球でふるさと納

税を、そしてまちをＰＲしているということ

ですわね。やはり一番大きいのは、先ほども

言いましたように、特産品が非常に豊富であ
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るということも言えると思います。これも一

つの例として、そしてもう一つは、長崎県の

平戸市、ここも確かに特産品等については非

常に豊富なまちであると思いますけども、こ

こも昨年度で１億3,877万円の寄附をいただ

いているということでしたね。ですから、今

年から来年にかけて、チーム橋本を立ち上げ

るということで、来年度からは今の寄附の２

倍から３倍、いや５倍から10倍ぐらい、いや

それ以上かもわかりませんけども、そういう

期待もあるんですよね。 

 ですから、私は大いにそれを期待したいと

思います。それで、私がお願いしたいのは、

今チーム橋本でいろんな話し合いをしている

と思いますけども、その中で、今現在、ふる

さと納税について決定していることがあれば、

ちょっとお教え願いたいと思うんですが、ど

うでしょうか。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（笠原英治君）ただいまの質問に

お答えします。 

 ふるさと納税のお返しの品については、現

在まだ具体的に決まってはおりません。検討

しておる最中です。産品が少ないということ

で、産品に限らず、サービス業部門の商品も、

このお礼の品のメニューに入れていければと

考えております。例えば製竿師の指導のよる

ヘラブナ釣り体験とか、へら竿の制作とか、

あと高野口の再織りの体験、観光農園の入場

券とか、市内の周遊観光と宿泊無料券がつい

たパッケージのものであるとか、橋本カント

リーのゴルフプレイ券とかといった、産品に

限らず、そういったソフト部門の業をなしと

る部分の内容についても、ふるさとプレゼン

トに加えていけたらなということで、今現在

検討しております。 

 ふるさと納税による収入の一部は、先ほど

企画部長からも話があったんですが、産業振

興基金として積み立てて、本当に頑張ってい

こうという事業者、企業に対して支援してい

きたいと考えておりますので、お返しする品

の価格については、そういう部分も残しなが

ら、バランスを見て判断していきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）22番 中本君。 

○22番（中本正人君）頑張ってくれていると

いうことにつきましては、私もよくわかって

おります。 

 済みません。ここでちょっとお聞きしたい

んでけども、やはりこれを成功するには、当

局だけでは何もできませんから、協力事業主

にお願いするということが一番大やと思いま

す。そういう中で、協力事業主に対して、当

局はどのような方法でお願いしていこうかな

と思っているのかというのが、一点。 

 そして、先ほど答弁がありましたように、

１万円の寄附に対して5,000円の特典を与え

ると言いましたけども、仮に5,000円の品物を

5,000円で仕入れてお送りするのか。それとも、

定価の5,000円の品物を500円なり1,000円な

り、値段交渉してするのか。いやそれとも、

5,000円の品物は5,000円で仕入れて送ります

というのか。そして、最後に発送費もやはり

500円からかかるんじゃないのかと思います

けども、それも事業主に頼るのか。いやいや

そういうところが、これは当局のお願いです

るんだから、当局持ちでするんですよと言っ

てくれるのか。その辺についてお伺いしたい

と思います。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（笠原英治君）ただ今のご質問に

お答えします。 

 まず、協力事業者についてですけど、具体

的には今決まっておりませんし、現在検討中

でございます。ただ、今検討しとる中で、橋
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本市民の方に、このふるさと納税を対象者と

するかしないかということで、現在考えてお

るわけなんですが、市民の方は寄附していた

だいても、直接増収にはつながりません。た

だ、品物をお返しすることによって、事業者

の方が収入が増える。何よりも、先ほど平戸

市のお話があったんですが、あそこの高齢者

が非常に元気になったという話も聞いており

ます。いろんな相乗効果があろうかと思いま

す。 

 それと、事業者がそういう収入が増えたら、

当然事業収入が増えて、法人税なんかも増え

てこようかと思っております。そういう部分

から、市内の方からの寄附についても、お返

しの品をするかどうか。検討を今進めておる

次第でございます。 

 それと、１万円のご寄附をいただいて、

5,000円の品物をというお話なんですが、それ

とあわせて発送費をどうするかという、確か

にまだ具体的な話は決まっておらんのですが、

先ほどお話しさせていただきましたとおり、

産業振興基金として積み立てて、本当に頑張

ろうとしておる方に対しての原資を、ある程

度ここで確保したいと考えておりますので、

できるだけお渡しする価値のあるものを厳選

していきたいとは考えておるんですが、１万

円もらったから8,000円、9,000円のものをお

返しするということは、現在のところは考え

ておりません。半分ぐらいは残して、基金に

積み立てたいなと考えております。それは、

もう当然発送費も込みでと考えております。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）今、経済部長が答

弁したとおりでございますけども、基本的に

は特産品を安価で買うということは、実際も

しておりません。手数料、送料等も価格に転

嫁するようなこともしておりません。全て市

で負担しております。 

 ふるさと納税制度は、本市のやっぱり特産

物のＰＲ、それから新たな地場産業の掘り起

こしによって、地域の活性化、地域の振興に

役立てていくものです。生産者の利益につな

がねば、地域の振興、地域活性化には当然で

きないと考えておりますので、今後も生産者

が不利になることはないと考えております。 

○議長（石橋英和君）22番 中本君。 

○22番（中本正人君）今の答弁を聞きまして、

私も一安心しました。私も河内長野市にお伺

いをして、ちょっとお話をさせていただきま

した。河内長野市は即座に言いました。河内

長野市は、事業主のために、産業振興のため

に、地域活性化のために、この事業を受けと

めていると、はっきりと言いました。 

 今の当局の答弁を聞きましても、同じよう

なことになるんで、私は安心したのですけど

も、そういうことで、今申されたように、ふ

るさと納税の事業協力主に対して、やはり協

力主の立場になって、これからの話し合いを

進めていってほしいなと思うんですけど、も

う一度確認のため、答弁をお願いします。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（笠原英治君）今後、ふるさと納

税寄附金のお返しの品を決定するにあたって、

当然事業者の方と十分協議させてもらいなが

ら、発送も含めた商品の準備というのは、な

かなか行政の職員がかかわっていくことは難

しいと思っております。ある程度委託してい

きたいと思っておりますので、そういう内容

の中で、仕様の中で、十分協議させていただ

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）22番 中本君。 

○22番（中本正人君）ありがとうございます。 

 ここで、近隣の河内長野市や泉佐野市の昨

年度の寄附金の紹介をさせていただきたい。



 

－114－ 

多分、もう当局も知ってはると思いますけど

も、河内長野市は昨年度4,280万5,000円の寄

附金をいただいていましたね。そして。泉佐

野市は4,604万9,000円ということから考えま

しても、きのうも７番議員のお話もあったと

思いますけども、河内長野市と橋本市といえ

ば、よく似た似通ったまちですよね。商業、

工業のまちでもなければ、どちらかといえば

住宅のまちとということでしょう。そういう

中で、河内長野市には特産品として、5,000

円コーナーで15点、そして2,500円コーナーで

25点、2,500円コーナーを二つ進呈ということ

になるんですけどね。こういうのは、当局も

持ってはるとは思いますけども、やはりこれ

を見たとき、先ほども言ったように、同じよ

うに似通ったまちでも、これだけの品物をそ

らえられるということですわね。ですから、

今部長のお話もあったように、多くの商品を

設定してほしいと思いますし、今まででした

ら、言葉は悪いですけども、柿とパイル織物

の二点で、目を引くのは無理かなと思いまし

たよね。これは、我々でもそうやと思います。 

 そういう中で、私は前にテレビを見ていま

したら、ふるさと納税に寄附した人が出てい

ました。多分、中には見た人もいてるかと思

いますけども、そのお方は、食材品を最近買

ったことがないということ。それだけ多くの

寄附をしている。これも裕福な家庭だとは思

いますけども、米もあれば、肉もあれば、い

ろんなものがありますから、最近ではスーパ

ー等に食材というのを買いに行ったことがな

いという人もおりました。これは特例ですけ

どね。 

 先ほど部長も話があった中で、県下では田

辺市がすごく力を入れていましたね。私が聞

いたところ、真砂市長が、今年、梅干し１た

る７キロを特典として出すということについ

て、課長級以上の職員、市議会議員、そして

ＪＡ理事の皆さんに、この件について説明し

たそうです。そしたら、７月８日現在で、昨

年の30倍になったと言っています。約３カ月

ですよ。確かに田辺南部の梅といえば日持ち

もいいし、名も通っている。これもあるんで

すけど、３カ月で昨年の件数が30倍になった

ということですわ。ですから、これから本市

の取り組み方一つによって、大いに私も期待

しておりますので、ひとつ頑張ってほしいと

思います。 

 そして、河内長野市ですけども、先ほど見

せましたパンフレット、河内長野市を応援し

てくださいというパンフレットを25年度、26

年度の２年間でのパンフレットとして、50万

円で2,000部作成したということです。そした

ら、パンフレットをつくる前年度24年度は、

河内長野市の寄附金がわずか344万円でした

んですよ。それが、これをつくった年には、

4,200万円からの寄附金が集まったというこ

とです。そういうことからでも、本市もパン

フレットをつくろうというお気持ちはもちろ

んあるとは思いますけども、本市としてどの

ぐらいのパンフレット代の予算を見ているの

か。そして、何部ほど作成しようと思ってい

るのか。その点について、少しお伺いしたい

と思います。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）先ほど河内長野市

の例も出していただきましたけども、大きな

差異があるというのは、やはり特産品の品数

の多さ、バリエーションの多さが、その差に

つながっているということになろうかと思い

ます。私どもも、先ほど経済部長も言いまし

たとおり、新しい特産品をいろいろ検討させ

ていただいて、その特産品をＰＲさせていた

だくということで、パンフレットを作成する

予定をしておりますけども、現在のところ部

数、それから予算については、何も決まって



 

－115－ 

ございません。ただ、パンフレットをつくる

という方向では検討しております。 

○議長（石橋英和君）22番 中本君。 

○22番（中本正人君）ひとつよろしくお願い

したいと思います。 

 そして、私はきょう提案させてもらおうと

思ってましたんですけども、本市の納税者に

もこの制度を利用してほしいなと、後からこ

こで質問しようと思っていましたら、先ほど

部長のほうから考えているという答弁をいた

だきましたけども、やはり私は本市の納税者

にもこの制度を適用してほしいと思います。

もちろん本市に入る歳入につきましては、確

かに減ります。けど、損にはならないでしょ

うと、私は思いますよ。決して損にはならな

い。実際、他の自治体へ本市から寄附した方

が、24年度だったか2,400万円ほどの寄附をし

ていましたよ。それだけやはり魅力があると

いうことですよね。ですから、本市でもこれ

を利用してもらえたら、本市の飲食、またホ

テルートインでも、家族で泊まりに行こうか

ということもあるかもわかりませんし、これ

は他の自治体から橋本市へ行って、ルートイ

ンに泊まるかとか、橋本市の何々に食事に行

こうかというのは、まあ少ないでしょう。そ

れでしたら、本市の納税者にこれを活用して

もらって、本市の産業の振興に、地域の活性

化に、僕はつながるんではないのかなと思う

んですよ。ですから、ぜひとも私はこの制度

を、本市も活用してほしい。 

 私の聞いたところ、全国の自治体の中には、

この制度を活用している自治体もあるという

ことですよ。この辺、私はいっぺん市長にお

聞きしたいと思います。どうでしょうか。 

○議長（石橋英和君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）中本議員のご質問にお

答えします。 

 既に、ふるさと納税については、積極的に

取り組むという指示をしております。問題は、

中身、どれだけ魅力あるものをパンフレット

あるいはホームページに掲載できるかという

問題が、一番大きいんやと思っています。そ

ういう中で、私たち、今、経済部あるいは企

画部が中心になって取り組んでいますけども、

そういう中で、本当に橋本市から情報を発信

した分に対して、どれだけの評価をいただけ

るかという問題でもあると思いますので、中

本議員のご意見のとおり、より橋本市にも大

きな、これはビッグチャンスだと思っていま

す。そういう中で、しっかりとした取り組み

をしていきたいと考えています。 

 先ほど言いました、また橋本市内の皆さん

にも、こういう商品があるよということで、

ちょっと税金的には何もしてあげられません

けども、逆にそういう橋本市の特産品で、中

元とかお歳暮を贈っていただけるようなパン

フレットの利用の仕方というのもあるのかな

と考えています。 

 今年度中にいいものをぜひつくり上げて、

来年度からスタートできるような体制を、し

っかり組んでいきたいと思いますし、私の公

約の一つである橋本市の産物を全国へ発信す

る一つの大きな手段だと考えておりますので、

この３月までにいいものを、魅力あるカタロ

グづくりも含めて、またホームページ等も含

めて取り組んでまいりたいと思いますので、

今後ともご支援、ご協力をお願いしたいと思

います。 

○議長（石橋英和君）22番 中本君。 

○22番（中本正人君）確かに今の市長の答弁

でも、積極的にやっていこうという気持ちは、

私、十分わかります。しかし、先ほど質問さ

せてもらいました本市の納税者にもこの制度

を活用してほしいということについては、は

っきりした答えはもらっていないような気も
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するんですけども、もうこれ以上は申しませ

んけども、何とか来年までまだまだ半年あり

ますんで、その辺を十分頭に入れて、これか

らの話し合いを進めていってほしいというこ

とをお願いして、でなければ、市長の公約で

あります、わずかでもありますけども、歳入

の確保という点におきましても、本市の産業

振興にもつながる、これをぜひとも本市の納

税者にも活用してほしいということを、切に

お願い申し上げまして、この質問を終わりま

す。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）ちょっと私の先ほ

ど答弁した内容で、訂正させていただきたい

と思います。 

 パンフにつきましては、金額的にはまだ決

まっていないという答弁をさせていただいた

んですけども、今９月議会のほうで補正予算

で提案させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）次に、質問項目２、本

市の有料スポーツ施設に関する質問に対する

答弁を求めます。 

 教育次長。 

〔教育次長（坂本安弘君）登壇〕 

○教育次長（坂本安弘君）はじめに、橋本市

運動公園プール、テニスコート、多目的グラ

ウンド、神野々緑地キャンプ場及び芝生広場、

住吉運動公園多目的広場並びにテニスコート

の都市公園６施設と、学文路スポーツセンタ

ー、伏原体育館、勤労者体育センター、伏原

テニスコート及び東家体育館の社会体育施設

５施設の年間の総収納額ですが、平成25年度

で、3,028万5,210円の利用料金をいただいて

います。 

 次に、運動公園プールの昨年実績ですが、

総入場者数が３万7,814人で、利用料金として

1,406万3,060円となっています。また、運動

公園プールに係る経費については、2,827万

6,850円を支出しており、主な支出として光熱

水費や修繕費、委託料などの維持管理費と、

運動公園職員やアルバイト等に係る人件費の

合計となっています。 

 次に、施設の受け付けについてですが、橋

本市文化スポーツ振興公社において、前年度

２月中旬に施設利用調整会議を開催し、本市

及び本市関係団体等の年度中の行事予定や大

会予定を事前に調整しています。また、一般

に行う貸し出し予約については、橋本市文化

スポーツ振興公社事務所において、毎月月初

めの平日に、翌月分の施設利用申請書を先着

順に予約を受け付けています。当日午前８時

30分からの受け付けとなりますが、その１時

間前、７時30分から番号札を配布することで、

混雑を避けるとともに少しでも待ち時間を軽

減できるよう対応していますが、確実にグラ

ウンドの予約を確保すべく、早朝より並ばれ

ているのが現状となっています。 

 また、運動公園テニスコート及び多目的グ

ラウンドについては、同公社運動公園事務所

において、所定の利用許可申請書により、利

用日の１カ月前から先着順で予約を受け付け

ています。 

 最後に、施設の使用料金についてですが、

本来施設の使用料等は、受益者負担の原則に

より、施設や特定の行政サービスの利用者に、

管理運営費等を考慮した上で、その一部を負

担していただいているものです。現在本市に

おいては、橋本市都市公園条例及び橋本市立

社会体育施設設置及び管理条例に基づき運用

をしており、平成18年の市町合併協議により、

旧市町の料金体系を新市に引き継いだ形とな

っています。 

○議長（石橋英和君）22番 中本君、再質問

ありますか。 

 22番 中本君。 
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○22番（中本正人君）ありがとうございまし

た。 

 まず１番目ですけども、本市の体育施設で

どのぐらいの使用料があるのかなということ

につきましては、私もこれだけスポーツ熱が

上がっている中で、本市の有料公共施設でど

れぐらいの方が使用なさっているのかなとい

うことをお聞きしたかっただけで、ただ今使

用料金として年間3,000万円強ということで、

これはこれでよくわかりました。 

 続いて、２番目の運動公園プールについて

ですけども、ただ今の答弁を聞いていました

ら、経費の面で公園職員の人件費も入ってい

ますわね。この期間中のプールの使用料やら

収入は1,400万円ちょっとと思うし、しかし、

経費は2,800万円と倍ですよね。私が聞きたか

ったのは、期間中の経費を聞きたかったので、

職員の人件費も入れないで、プール期間中の

経費は幾らなのかということを聞きたかった

ので、もしわかれば教えてもらえますか。も

しわからなければ、また後からでもお聞きし

ますけど、いけますか。 

○議長（石橋英和君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）今お答えさせてい

ただいたのが、プールを開設する期間の経費

ということになります。 

○議長（石橋英和君）22番 中本君。 

○22番（中本正人君）プール開催中で。これ

はですから先ほど言いましたように、公園職

員の人件費も入れてですよ。ですから、それ

を抜いて、倍もかかっているんですか。収入

は1,400万円で、経費は2,800万円と。確かに

それはないんちゃいますか。この期間中で、

2,800万円要っていますか。 

○議長（石橋英和君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）厳密に言いますと、

期間中と言いましても、市が行う修繕日等で

期間外に行う経費は、一部含まれております。

ただし、期間中の監視員、アルバイトを含め

た人件費は、その中に入ってございます。 

○議長（石橋英和君）22番 中本君。 

○22番（中本正人君）私が考えていましたの

は、期間中のプールの監視員とかああいう人

件費も入れて、職員の人件費は入れないで、

幾らぐらい要ったのかなと思っていましたけ

ど、もうそれはそれで結構です。 

 ただ、私も利用者から聞いていますと、や

はり橋本運動公園プールは評判がいい。市外

からも来てくれていますし、まして特にワン

コインデーの中で、通常だいたい700人からの

入場者だと聞いていますけども、お盆のワン

コインデーは３倍の2,000人から来ていると

いうことですよね。お話を聞きますと。それ

はもう非常にうれしいことやけど、そうなれ

ば、本当にプールじゃなくて、つかるだけに

なりますけど、これはこれでいいんですけど

ね。評判がいいということなので、これから

もまた頑張ってほしいなと思います。 

 次に、受け付けについてですけども、これ

も今答弁を聞きますと、翌月の受け付けを１

月前の平日に受け付けするということですよ

ね。私も職員にお話を聞いてみたところ、確

かにあまり混雑はないし、施設も案外スムー

ズにいっていると聞きました。しかし、今は

いいように施設をとるには先着順ということ

ですよね。そうなったとき、一番早い人であ

れば、もう５時から待っているという人もい

るんですよね。これがもし、熱が上がってき

たら、５時どころか４時になるかも、これも

極端ですけども、毎回５時に待っている人が

いるんですよね。これもいかがなものかなと

思います。 

 というのは、やはり受け付けをする方もも

ちろん若い人でありますから、仕事もあるで

しょう。半日休むのか、遅刻していくのか知

りませんけども、その辺も考慮してあげたら
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どうかなと思うんです。そしたら、あまり混

雑もないということですから、前もって代表

者会が集まって、施設の時間等々を話し合っ

たらできるんじゃないのかな。そうなれば、

時間を省けると思いますし、受け付けの代表

者の時間も省けるし、公社の職員も受け付け

の時間も省けますよね。そんなに難しい問題

じゃないと思うんですけども、ですから、前

もって話し合いをするということはできない

ものかということについて、どうですか。 

○議長（石橋英和君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）おただしのことに

つきましては、答弁でも一部触れております

けれども、施設利用調整会議というのが、前

年度の２月に開かれます。そこで、大きな大

会等をまず優先的に日程調整をさせていただ

くんですけれども、その後の役員会議で決め

ていくという方法は、一つとして考えられる

とは思います。ただ、そうなりますと、一般

の利用者といいますか、そういう団体を持た

ない一般の利用がますます困難になるおそれ

があるのではないかということも考えられま

すので、今現状、文化スポーツ振興公社のほ

うでやっていただいておる受け付け方法によ

るしかないのかなというところになってしま

うのかなと思います。 

 ただ、確かに４時、５時から並ぶというこ

とは、その団体がどうしても抑えたいから、

並ばざるを得ないというところがありますの

で、ちょっと尋常ではないとは私も思ってお

ります。今後、文化スポーツ振興公社ともも

う少し対応を考えられないかというところに

ついては、事務レベルで検討はしてみたいと

思います。 

○議長（石橋英和君）22番 中本君。 

○22番（中本正人君）ひとつできましたらよ

ろしくお願いしたいと思います。やはり受け

付けも先着順にするのか抽選にするのか、二

つしかないですからね。できることだったら、

やはり利用者の時間等々考えてあげたらと思

って、質問させてもらいましたんやけども、

次長の答弁で、一応また検討させていただく

ということをお聞きしたので、ちょっと前向

きに検討してほしいなと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 さて、最後の質問ですけども、公共施設に

よって値段が違う、使用料が違うということ

は、今さら言わなくて当局はわかっていると

思います。 

 例えば体育館一つにしてもそうですよね。

東家体育館とか勤労者体育センターとか、同

じ８時から順次４時間で、同じ価格1,500円だ

と思うんですけども、これが学文路スポーツ

センターになれば、値段が高くなると。同じ

市の施設でありながら、どうして違うのか。

また、テニスコートで、伏原や住吉や学文路

スポーツセンターなんかは同じ値段ですわ。

けど、橋本市運動公園のテニスコートは、高

いですよね。グラウンドでもそうですよ。同

じ公共施設でありながら、場所によって何で

違いますのん。というのは、先ほども答弁の

中にも、合併前の旧価格を引き継いでいると

いうことですけども、この価格について、利

用者から不満の声は出ませんか。どうですか。 

○議長（石橋英和君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）先ほども答弁させ

ていただいておりますけれども、それぞれの

施設ごとに維持管理費等の経費の一部を使用

料として、応分に負担していただくというと

ころで、例えば運動公園のテニスコートと学

文路のテニスコートが、逆に同じ値段であっ

ていいのかということも言えると、私は考え

ております。 

 ただ、確かに学文路の体育館につきまして

は、できたときのし尿処理関係の条件整備の

施設でありまして、そのときに３市町なりで
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決定をされていたものだと思っておりますけ

れども、高いというお話をいただいたことは

ございます。現在、そういうことで、当初設

定をさせていただいておる使用料につきまし

ても、長期間経過もしてまいりましたので、

橋本市のほうで設定をしております使用料、

手数料に関する基本方針に基づいて、料金設

定の見直しも含めて検討させていただきたい

と考えております。 

○議長（石橋英和君）22番 中本君。 

○22番（中本正人君）今、次長の答弁の中で、

例えばの話、体育館で何で値段が違うのかと。

僕はおかしいなと思うんですよ。今、最後、

検討していくということをお聞きしたので、

それはそれでいいんです。 

 学文路の体育館が高い。これは、処理場の

問題で、し尿整備で建てられたということか

ら、私はその中から学文路区へ差額を納めて

いるのかなと思った。それやったらそれでい

いんですけど、いやそうじゃないと。となれ

ば、おかしいんじゃないのかな。これは、誰

が来ても同じ体育館で、照明をつけて、だけ

でしょう。こんなことは言わなくても、当局

のほうでわかるはずやと僕は思いますけどね。

価格について、一応検討するということです。

ですから、私が思うには、これも条例を変え

れば、それで済むこと違いますのん。でしょ

う。こんなん難しい問題じゃないと思います。

これはもう、これだけ言いましたら、当局も

わかってもらえたと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 以上、終わります。 

○議長（石橋英和君）22番 中本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、２時10分まで休憩いたします。 

（午後１時56分 休憩） 

 

                                          

 

 


